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議会基本条例特別委員会議会基本条例特別委員会議会基本条例特別委員会議会基本条例特別委員会議会基本条例特別委員会

敬称略

自由討論自由討論自由討論自由討論自由討論　（大東市議会基本条例第 16 条に規定）試行案試行案試行案試行案試行案
○　自由討論は、原則公開で行うものとする
○　自由討論は、議長（委員長）議員（委員）の発議により開始
　　するものとする。
○　自由討議における発言者は、議長（委員長）が指名する。
○　本会議、委員会において自由討議を行えるものとする。
○　議事録・映像については、通常通り残すものとする。
○　理事者については、説明等を求めるが、自由討議におい
　　ては意見を述べる機会を与えないものとする。ただし、議
　　論の場から排除はしない。
○　自由討議の時間は、おおむね30分以内とし、議長（委員長）
　　の判断にゆだねる。

反問権反問権反問権反問権反問権　（大東市議会基本条例第 11条第 3項に規定）試行案試行案試行案試行案試行案
○　反問権は本会議、委員会において行使できるものとする。
○　部長以上の理事者で、反問権を行使しようとするものは、
　　自らの意思の表明をし、議長（委員長）の許可（指名）を得
　　て行使できるものとする。
○　反問する際の時間については、質問時間に含む。
○　反問を受けて、それに対する議員の答弁は質問時間に含
　　む。
○　議事録、映像については通常通り残すものとする。
○　反問権の行使に当たっては、議員は、理事者の反問に誠
　　実に応えなければならない。
○　会議冒頭で、反問権について議長（委員長）が次第書の中
　　で説明する。
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6月30日（水）午前10:30～午後
4:00まで、証人喚問が行われます。

当日午前９時半当日午前９時半当日午前９時半当日午前９時半当日午前９時半
ＪＲ住道駅ホーム集合ＪＲ住道駅ホーム集合ＪＲ住道駅ホーム集合ＪＲ住道駅ホーム集合ＪＲ住道駅ホーム集合
議員団がお待ちしています。

「開かれた議会」「議会活性化」で
　　　　　　新たな試み！


